
平成３０年度 第２２回 役員会議事要旨 

 

 

日 時  平成３１年３月２７日（水） １０時３０分～１２時３０分 

 

場 所  学長室 

 

出席者  学長，後藤理事，兒玉理事，寺本理事，和田理事，吉田理事 

 

欠席者  なし 

 

陪席者  佐々木監事，山下附属病院長 

 

１ 審議事項 

 【一括審議事項】 

学長から，役員会で協議し，教育研究評議会等で審議した１４案件につ

いて，一括審議する旨の説明があった。 

次いで，総務課長から一括審議事項の概要について次のとおり説明があった。 

 

（１） 佐賀大学情報セキュリティ対策基本計画（案）について 

本件は，現在の基本計画の再確認を行い，平成３１年度から３年間の

「佐賀大学情報セキュリティ対策基本計画（案）」を作成するもの。 

 

（２） 平成３１年度国立大学法人佐賀大学年度計画（案）について 

本件は，国立大学法人法第３５条において読み替え，独立行政法人通則

法第３１条の規定により年度計画を作成し，文部科学省に届け出るもの。 

 

（３）  国立大学法人佐賀大学化学物質管理規程の制定について 

本件は，本学における化学薬品の管理強化を図るため，当該規程を制定

するもの。 

 

（４） 教育学部附属中学校に部活動指導員を配置することに伴う就業規則等 

 の一部改正について 

本件は，教育学部附属中学校に部活動指導員を配置するため，関連規程

の改正を行うもの。 

 

（５） 国立大学法人佐賀大学契約職員給与規程の一部改正について 

本件は，無期労働契約となった契約職員の給与の改定時期について規定

するもの。 

 



（６） 退職時に退職手当を支給する年俸制の導入に伴う就業規則等の一部 

改正について 

本件は，退職時に退職手当を支給する年俸制の導入に伴い，関係規則の

整備を行うもの。 

 

（７）  働き方改革対応に伴う国立大学法人佐賀大学職員の勤務時間，休暇等 

規程の一部改正について 

本件は，働き方改革関連法への対応のため所要の改正を行うもの。 

 

（８） 「２０１９年度予算編成における財務戦略について（案）」及び 

「２０１９年度佐賀大学収入・支出予算（案）」について 

本件は，「平成３１年度国立大学法人佐賀大学予算編成の基本方針」を

踏まえ，２０１９年度予算編成における財務戦略及び２０１９年度収

入・支出予算を策定するもの。 

 

（９） ２０１９年度長期借入金及び長期借入金償還計画の認可申請について 

本件は，２０１９年度において，独立行政法人大学改革支援・学位授与

機構より長期借入金の借入並びにその償還を行うもの。 

 

（10） 平成３１年度学長裁量経費（施設整備関連経費）の選定について 

本件は，平成３１年度の学長裁量経費により実施する営繕事業について

選定するもの。 

 

（11） 大和町宿舎の整備計画の変更について 

本件は，大和町宿舎の整備計画を民間業者への貸付から，大学での運営

継続に変更を行うもの。 

 

（12） 教育の内部質保証体制の整備に伴う「国立大学法人佐賀大学教育企画 

戦略室設置規則」の一部改正及び「佐賀大学教育コーディネーター規 

程」の制定について 

本件は，教育企画戦略室の業務に「教育にかかる改善」を追加し，また

教育コーディネーターに関する規程を制定するもの。 

 

（13） 国立大学法人佐賀大学教育功績等表彰規程等の一部改正について 

本件は，本学の教育に功績のあった教員等の表彰において，教育に対す

る貢献度が高い教員を表彰できるよう整理を行うもの。 

 

（14） 学術交流協定（大学間協定）の締結について 

本件は，佐賀大学学術交流協定取扱要項制定後，最初の大学間協定とな

るもの。 

 

審議の結果，１４案件はすべて了承された。 



 

（15） 収益事業の実施について（理工学部①） 

     財務課長から，理工学部より申請のあった収益事業（建設業界合同就職

説明会及び建設業界研究セミナーの実施）について，平成３０年度の実

績と同様に，平成３１年度も理工学部７割，大学本部３割の還元率で実

施したい旨説明があり，審議の結果，了承された。 

   なお，佐々木監事から平成３０年度の参加学生数及び就職状況について

確認があり，財務課長から，確認の上，後日報告する旨回答があった。 

 

（16） 収益事業の実施について（理工学部②） 

     財務課長から，理工学部より申請のあった収益事業（ホブ盤及び付帯

設備の売却）について，売却対象設備の詳細，及び「収益事業の実施に

よる所有物品売却の収益の還元率の取扱い」を本役員会で決定し，それ

に基づき理工学部３割，大学本部７割の還元率で実施したい旨説明があ

り，審議の結果，取扱いに「更新の場合はこの限りではない。」旨の一

文を追加修正し，今後はこの取扱いを原則として役員会において審議す

る旨了承された。 

 

（17）「国立大学法人佐賀大学における公正な研究活動の推進に関する 

規程」一部改正について 

    学長から，本件は，「不正行為の定義」と「調査を行う際に報告を行

う機関」について, 規程の改正を行うものである旨説明があり，次い

で，寺本理事から，文部科学省により平成３０年９月６日に実施され

た「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を

踏まえた体制整備等の状況に関する実態調査において指摘された事項

について，関係規程を改正する旨説明があり，審議の結果，了承され

た。 

 

（18）「国立大学法人佐賀大学における公正な研究活動の推進に関する 

ガイドライン」一部改正について 

    学長から，本件は，「調査を行う際に報告を行う機関」について，

本学のガイドラインの改正を行うものである旨説明があり，次いで，

寺本理事から，文部科学省により平成３０年９月６日に実施された

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を踏

まえた体制整備等の状況に関する実態調査において指摘された事項に

ついて，ガイドラインを改正する旨説明があり，審議の結果，了承さ

れた。 

 

（19） 運営体制の変更に伴う学内規則等の整備について 

学長から，本件は，運営体制の変更に伴い，学内規則等に所要の改正

を行うものである旨説明があり，次いで，総務課長から，平成３１年

４月１日付けで理事を兼ねない事務局長が着任することにより，これ

まで理事（人事・労務・財務担当）が担当していた業務を理事（企 



 

画・総務担当）へ移管することに伴い改正する旨説明があり，審議の

結果，了承された。 

 

（20） 国立大学法人佐賀大学個人情報保護規則等の一部改正について 

学長から，本件は，法律の一部改正に対応するため，関係する学内規則

等について所要の改正を行うとともに，新たに細則を制定するものであ

る旨説明があり，次いで，総務課長から，独立行政法人等の保有する個

人情報の保護に関する法律の一部改正に対応するため，関係する学内規

則等について所要の改正を行うとともに，新たに「国立大学法人佐賀大

学独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する細則」を制定する旨説

明があり，審議の結果，了承された。 

 

（21） 内部統制システムについて 

和田理事から，「国立大学法人佐賀大学における業務の適性を確保する

ための体制等について」に基づき，内部統制担当理事は，本法人におけ

る内部統制システムが有効に機能しているかモニタリングを行い，その

結果を取りまとめ役員会に対して報告を行うものであり，平成３０年度

のモニタリング項目（平成２９年度のモニタリングにおいて評価が

【Ｃ】であった５項目）及びコンプライアンスに関する取組（ハラスメ

ント，情報セキュリティ，研究不正，研究費不正）の確認結果について

報告があり，総評として，平成３０年度における内部統制システムは有

効に機能していることが確認された旨報告があった。 

次いで，平成３１年度のモニタリング項目について，平成２９年度に総

務省通知において示されモニタリングを行った１０６項目及びコンプラ

イアンスに関する取組をモニタリング項目とする旨説明があった。 

最後に，「法令遵守の基本方針」について，法令遵守と内部統制システ

ム関係を整理するため一部改正を行い，これに伴い「法令遵守のための

実施要領」を廃止する旨説明があった。 

上記の３点について，審議の結果，すべて了承された。 

なお，佐々木監事から，「法令遵守の基本方針」について，法律により

定められている，役員が法令遵守に違反する疑いを発見した場合の監事

への報告義務について，本方針にも明記するよう提案があり，文言を修

正することとなった。 

 

（22） 国立大学法人佐賀大学寄附金獲得戦略の一部改正について 

学長から，佐賀大学寄附金獲得戦略が策定から３年を経過したため，見

直しを行い，所要の改正を行うものである旨の説明があり，次いで，総

務課長から，毎年度策定した行動計画に沿って募金活動を行った結果，３

年間の目標額は大幅に上回ったところであり，平成３１年度から３年間の

目標額を３，３００万円とする旨の説明があり，審議の結果，了承された。 

 



 

（23） 「佐賀大学と Citynow Asia株式会社の人材育成及び共同研究事業に 

関する協定」及び「Citynow Asia株式会社の佐賀市への進出に関 

する協定」の締結について 

寺本理事から，各協定案及びその目的，加えて，Citynow Asia 株式会

社代表取締役社長 Phan Tuan Tai 氏がベトナム国家大学ホーチミン市校

情報技術大学（UIT）の顧問を務めている旨，UIT は理工学部と部局間学

術交流協定を締結し，UIT から優秀な学生を理工学部に受け入れる計画

である旨等の説明があり，審議の結果，了承された。 

 

（24） その他 

特になし。 

 

２ 報告事項 

（１） 附属病院経営状況について 

山下医学部附属病院長から，平成３０年度附属病院収支実績及び見込

（～１２月実績），粗利の収支状況及び見通し，月別材料比率の推移，

診療科毎稼働実績累計，平成３０年度附属病院の目標の達成状況等につ

いて報告があった。 

 

（２） その他 

特になし。 

 

３ その他 

特になし。 

 

以 上 


